
紹介受診重点医療機関に係る協議について（さいたま圏域）

この度、当該医療機関から紹介受診重点医療機関となる意向が示され
基準と合致していることから、上記医療機関について県ホームページ等において、
紹介受診重点医療機関として公表することとしたい。（令和６年１月１日公表予定）

協議案

１ 紹介受診重点外来の基準を満たしており紹介受診重点医療機関となる意向を有する医療機関

1

資料４

A B

市町村 医療機関名

初診基準

No

再診基準

初診の外来延
べ患者数に対
する紹介受診
重点外来患者
数の割合

再診の外来の
患者延べ数に
対する紹介受
診重点外来患
者数の割合

種別 区域
（参考）
地域医療
支援病院

A：40％以上
かつ

B：25％以上

基準該当の有無

紹介受診重点
医療機関とな
る意向の有無

（参考）
特定機能
病院

（参考）
病床数

【令和4年
7月1日現
在】

1 病院 さいたま さいたま市 自治医科大学附属さいたま医療センター 76.0 30.8 ○ ○ 628 ○



意向あり 意向なし

紹介受診重点外来の基準
満たす

満たさない ー

（参考）紹介受診重点医療機関に係る協議について
埼玉県における協議方針

１ ２

３
【紹介受診重点外来の基準】
初診に占める紹介受診重点外来（※）の割合が４０％以上かつ再診に占める紹介受診重点外来の割合が２５％以上
※医療資源を重点的に活用する入院の前後の外来、高額等の医療機器・設備を必要とする外来、特定の領域に特化した機能を有する外来

１

２

３

特別な事情がない限り、紹介受診重点医療機関とする
当該医療機関の意向を第一に考慮しつつ、紹介受診重点医療機関の趣旨を踏まえ当該医療機関の意向を再度
確認しつつ、地域の医療提供体制の在り方を踏まえた協議を行う
紹介率・逆紹介率※を活用しつつ、当該医療機関の意向を踏まえた協議を行う

※国ガイドラインにおける参考水準は、紹介率５０％以上かつ逆紹介率４５％以上である。

紹介受診重点医療機関の通知・公表
・医療機関の意向と調整会議の結論が一致したものに限り、紹介受診重点医療機関として県ホームページ上で公表
・公表内容や公表日については、県から厚労省及び該当医療機関へ通知

診療報酬上の取扱い
・紹介受診重点医療機関入院診療加算・連携強化診療情報提供料の算定：公表日から算定可能
・紹介状なしで受診する場合等の定額負担の徴収：公表の日から６か月間の経過措置（周知期間）を経て請求開始
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（参考）紹介受診重点外来について

以下の①〜③のいずれかの外来について、紹介受診重点外来とする。

①医療資源を重点的に活用する入院の前後の外来
・次のいずれかに該当する入院を「医療資源を重点的に活用する入院」とし、その前後30 日間
の外来の受診を、「紹介受診重点外来」を受診したものとする（例：がんの手術のために入院す
る患者が術前の説明･検査や術後のフォローアップを外来で受けた等）。
▶Ｋコード（手術）を算定
▶Ｊコード（処置）のうちＤＰＣ入院で出来高算定できるもの（※１）を算定

※１： 6000 ㎠以上の熱傷処置、慢性維持透析、体幹ギプス固定等、1000 点以上
▶Ｌコード（麻酔）を算定
▶ＤＰＣ算定病床の入院料区分
▶短期滞在手術等基本料２、３を算定

②高額等の医療機器・設備を必要とする外来
・次のいずれかに該当する外来の受診を、「紹介受診重点外来」を受診したものとする。
▶外来化学療法加算を算定
▶外来放射線治療加算を算定
▶短期滞在手術等基本料１を算定
▶Ｄコード（検査）、Ｅコード（画像診断）、Ｊコード（処置）のうち地域包括診療料におい
て包括範囲外とされているもの（※２）を算定
※２：脳誘発電位検査、CT撮影等、550点以上

▶Ｋコード（手術）を算定
▶Ｎコード（病理）を算定

③特定の領域に特化した機能を有する外来（紹介患者に対する外来等）
・次の外来の受診を、「紹介受診重点外来」を受診したものとする。
診療情報提供料Ⅰを算定した30 日以内に別の医療機関を受診した場合、当該「別の医療機関」の外来

○外来機能報告等に関するガイドライン（抜粋）
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